
  公募公告 

 

下記のとおり公告します。 

令和６年１１月２２日 

 

支出負担行為担当官 

経済産業省大臣官房会計課長 大貫 繁樹 

 

記 

 

１．公募に付する事項  

（１）件名 

コーポレートカードの使用に関する請負契約 

（２）概要 

経済産業省（経済産業省本省）職員が海外で支払いを行う際に使用するクレジットカード

の発行業務 

（３）公募期間 

令和６年１１月２２日から令和６年１２月１０日 

（４）契約期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

 （ただし、本業務期間は６０か月を予定している。） 

 

２．参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい 

る者は、予決令第７０条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）令和４・５・６年度経済産業省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「役務の提供等」

の資格を有する者であること。 

（３）経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 

（４）過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではない 
こと。 

（５）公募実施要領に掲げる条件を満たす者であること。 
（６）提出書類を下記３．（２）の期限までに提出しない者は、参加できないものとする。 

 

３．参加申込書の提出期限及び場所 

参加を希望する者は、当省ＨＰより公募実施要領をダウンロードし、内容を確認の上、記載事  

 項を満たす場合には、提出期限までに申込書等必要書類を提出すること。 

（１）申込先  東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省大臣官房会計課契約担当 種子田（たねだ）（本館１０階東１） 

電話  ０３－３５０１－１６１６ 

ＦＡＸ ０３－３５８０－２４９３ 

E-mail：bzl-keiyakuchohi@meti.go.jp 

（２）提出期限 令和６年１２月１０日（金）１２時００分まで（必着） 

（３）提出書類 参加申込書、企画提案書及び資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し 

その他必要である場合は委任状 

（４）提出方法 ①直接又は郵送にて提出。ただし、郵送の場合は、郵送した事実を証明できる

郵送サービスを利用し、上記期限までに到着させること。なお、郵送事故等

により提出期限までに到着しない場合の責任は提案者が負うものとする。 

        ②行政機関の休日に関する法律第１条第１項に定める日の受付は行わない。 



        ③上記①以外による方法及び上記（２）の提出期限を過ぎた提出は無効とする。 

 

４． 契約者の選定 

 公募実施要領に記載のとおり 

 

５． 申込書の無効 

次の各号の１つに該当する申込は、無効とする。 

（１）本公告に示した資格のない者 

（２）提出書類に不備があった者 

（３）その他公募実施要領による。 


